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死因究明は誰のため ?

何のため?

その目標は ?

↓

=【市民と社会の納得】

・解割をしても死因が解明できない場合がある

・家族の死因を知りたいと思うのは当然の願い

・犯罪を見逃したら、lLaは納得できない

ボタンの掛け違いは■部の解割医がAiと解割

をlL較 1検討したことにある。
|   

‐ ‐
‐       ‐ | ‐       ‐  ‐

‐   ‐ ‐           |‐

‐↓‐|||‐ .‐ ■‐|‐‐|‐ |■ ■ |  ||■
医学体系的にもt社会的にもセンスが悪い: ■

Alは非破壊検査t解剖は破壊検査で次元が違う。|

‐
↓| ‐‐ |■    ‐| ‐      ■‐‐

A‖ま同じ非破壊検査である「検案1‐

‐
と比較し、 |

導入システムを検討す人善である: ||   ||‐ |

社会はAiを どう扱えばいいのか

――解割医にAiを『主導』させてはならない理由――

「死因究明制度に資するAi活用検討委員会」

厚生労働省省議室

2010.08.05

鉤プ鼈¶財

A:の概念提唱者として危惧していること

↓‐  |   |        ‐        |‐ ‐

主体でAiを扱うと

・医療現場が疲弊するシステムになる |

・レポ■卜のない無責任A:が蔓延する

・Aiの情報が社会に還元されなくなる.

↓■ |‐ ||  |‐  |||| |
死因不明社会が二層1増長されてしまう。

(註 :解割医二痛埋医十法医学者)●  |

司沐解剖||(?p09).6195体 ●=1%)

'要

璽警暮二ξ懸農準.星誓呂筆.本晨二|1著
行政解封|(29o9)|“0体 |(==収

…

劉り

法医学者が主導する『検視・解剖システム』は
姜
=医制度のない地域では、1破縮してぃる ●

司法解割だけでも対応しきれない、と主張する .|
法医学者たちが、なぜ専門外のAlに手を伸ばすのか ?

そもそも、彼らはAiを通切に扱えるのか ?‐ |  |

日本医師会 医療・医学における死亡時画像診断
(Ai=Autopsy imaong)活 用に関する検討委員会
(平成22年 3月 答申)よ り

司法解剖|(20o9).6195体 (4.1%)

脚 総撃 1000?)挙 口中 ●署柳 )
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病院死亡 85人

割
人

解

３

(Rutopsy imaging = {i)

Aiの定義
・遺体に対する画像診断 (≒ Postmonem lmaglng)

1)画像解剖 (画像検案)    (狭 義のAう

2)死亡時画像病理診断 (Ai割 検)(広 姜のA0

↓
<<死亡浮薔像診断>

毘[樽呂嵐塁癬笹3喜M_

結核と確定できる

ソ6L呵 医 子 惧 案
 I

群 の原則 ] 撫 壌検査   I⇒ 破壊検査

睦軒菫 颯||→|:13極強

四 尊→③ →■
れで完成している

死亡時医宇検零 |

狭義のAi l

広義のAi l

rF魁臨基紫警
め I解

剖医ltAiを低く評価する

解割
「

:熱 iを低く評価する

見つけた所見は必ず解剖で拾える

という結論になる



という結論になる

中古 CTを購入、装備している

→ [本
当はパは解剖医にま すごζ有用なので融

'  ]

→ I碑
割医に川を主導させるのは宝の持ち腐れ

~可

解割医は、解割されない97人のことは眼中にない

解割医が画像診断を誤診してもt誰●テェックできない

解割医の主張

Aiを行つたら、必ず解割を行わなければならない

→本当:ま (A:は )もつとできる子なのに、 |
指導者 (解割医)の評価があまりにもひどすぎる

これではAi実施数は解割実施数を超えられない
二死菌究明率は解割と同じで、改善されない

解割医が 、画像診断で骨折を見落 としていた

千葉大学付属病院に設置されr_Aセ ンターに診断協力を

要請 していたが、ここ数年ほとんど読影依頼されていない

でのAi活用検討委員会で実際にあつたできご と

法医学者による質の低い、レポー トもない

画像撮影がまかり通つている
あるいは、法医学者はAiを診断していない

法医学者はAiと いう言葉を使わず、死後画像という言葉を使う

法医学者 = 死後画像
Ai   = 死後画像診断

→  「濃源の死後画像には、診断がなもヽ」
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深中班の評価項目 同  画像と解剖の有効性をlLEするのであれば、

科学的に正当な評価項 目
l Aiは解割より優れる

2 Aiは解割と同等である

嘲 割と主病変が一致)

3 Aで は死因究明できず、

解割が必要。

4 A'・ 解剖どちらも

死因究明は困難 (除外症例 )

あるいは l A>解 剖
理由

解割という侵襲を加えずに
解割と同等の結果を得られた

研究班の評価は研究者アンケー トの

議論なき多数決で決めている。

研究班ならば議論じ有用性を決めるべき

研究班の納 目
1.Aiの みで醜 析及び
死因究明が可能      ‐

備 理解割とほ印 等) |
2 A'のみで死因期 が
ほぼ可能 (主病変が一致)

3.Aiのみでは腐態解析
には一致しない項目もあるが、
死因についてはほぼ指摘にきる
4 Aiのみでは病態解析は
部分的に可能だ瓜
死因についてはその可能性を
指摘するにとどまる
5.Alの みでは病態解析ならびに

死因究明は困難である

深山班の評価現目
1.Ai=病 理解剖

2 A:■ 醐 剖
3.A'■ 病理解剖
4:AIく病理解割

5 Al→ x
蜘 は ?)

この研究結果が、厚労省研究班の結果 とい うことで撤布 される

誤った評価法で、Alに関す る社会認識が貶められている

よ、 この研究内容 を ちん と評価 したのか ?

「死後画像で十分」はわずか 3% 厚労省研究班の調査で

(2010′ 06112共 同通信)

診療に関連 して死亡した患者 152例 の死因を死亡時画像診断 (A
i)と 解剖の両方で調べた結果、所見がほぼ一致 したのは 20%で 、
「A:だ けで死因が究明できた」 と医師が判断 したのはわずか 3%
だったことが 12日 、厚生労働省研究班の調査で分かつた。

先 日の発表でも、Alと 解剖の比較検討研究の結果であるにも関わ ら
Alの 方が解割 よりも優位 にある所見は提示 されなかった

ι

モデル事業に関する公募研究である深山班の結果は
「Aiは解剖ほど役に立たない」というものだつたはす。

モデル事業本体からも個用されていない、
すヽれか。

る

主体は 内科学会・外科学会 =病理学会・法医学会

5年で 7億円、105例 達成率 10°/o →失敗と評価され
る

何をもつて診療関連死というのか、さまざまな議論があるが、ひとつの目安として、
日本医療機能評価機構の医療事故報告】より推計。

平成20年「医療事故情報収集等事業」における死亡事故の報告件数がベース
▼ 死亡事故の報告件数         115件
▼ 当該報告の対象医療機関の総病床数   144.158床
▼ 日本全国の総病床数         1.756.115床
当該事業の対象医療機関病床数を全国に伸ばす 約 1400件 (平 成20年)

▼ 報告を日本医療機能評価機構にあげる基準
(医療法施行規則第9条の23に規定 )

=医
療又は管理を行つたことが明らかであり、その行つた医療又は管理に起

て、患者が死亡した事例』 (誤った医療又は管理に起因することが明らかでは
ないが、行った医療又は管理に起因していると想定されるものも含む。)の 中で進

素朴な疑問 なぜ、診療関連死の組織を『 日本医療機能評価機構』内部に
作らないのか ?

「医療事故情報収集等事業」における死亡事故の報告件数
▼ 死亡事故の報告件数         115件
▼ 当該報告の対象医療機関の総病床数   144,158床
▼ 日本全国の総病床数        1,756.115床
当該事業の対象医療機関病床数を全国に伸ばす 約 1,400件 (平成20年 )

モデル事業5年の実績  診療関連死の推計数
希望するも対応不可  196例     ▼ 5年てフ000例
解剖拒否による受付不可 60例    ▼ 5年で2100例
解析実施   5年 で100例     ▼ 5年で3500例

→ ベーシックに、これだけの症例に対応できないのが、

解剖主体のモデル事業の最大の欠点である。

ちなみに、年間 1.400件というのは、全死亡例の012%
また、診療関連死は、周辺医学情報がきわめて濃密な症例でもある。
→死因究明全体のモデルとして考えるのは不適切な特殊な母集団

犯罪死究明の体制強化 警察庁研究会発足
………………―………………………………………………‐犯罪の
見逃しを防ぐため、警察庁は遺体の死因を究明する制度のあり方を議
論する有識者の研究会を1月 29日 に発足させた。不審死が相次ぐなか
貧弱さが指摘される遺体の解剖や検視の体制強化など、死因を確実
に解明するための制度改革案を検討する。研究会は今年夏をめどに
方向性を固め、年末にも最終提言をまとめる方針。中井治国家公安委
員長はすでに、死因究明制度を抜本的に見直す法案を2011年の通常
国会に提出したいとの考えを明らかにしている。警察庁によると、研究
会の委員は刑法や法医学などの専門家ら10人 。警察庁の金高雅仁刑
事局長のほか、法務省から落合義和刑事課長も参加する。座長には
佐藤行雄・前国家公安委員が就く。
↓
法医学者と法律家だけ。医療従事者はいない。
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こ資 す る タヒ因 発 明 霜り度 の 任 り万 1Lつい て 」

中間答申 <法医学者と法律家だけ。医療従事者はいない>

々3)装備資機材の一層の活用② CT検査の積極的実施  |
外表所見、病歴等か ら死因が特定できない死体の CT検査を積極的に実施す

る。 CT検査 については、外表に明確な痕跡が認められず、死因が判然としな

い死体については、月出出血、 くも膜下出血、大動脈解離、大動脈破裂などの出

血麟 変や骨折等が明 らかlcな り、解割を行うことなく死因が鮮明される事例

が一定程度存在する上、解音Jの要否判断においても外表検査以上の役書Jを果た

すことが認め られる。

↓

解割とAlの分離運用 に向けた第一歩

↓

医療関係の厚生労働省より、警察庁が一歩 リー ドか ?

しか し、実際の運用 に関 してはまつた く検討していない様子

(Aに詳 しい医療従事者が参加 していないので)

↓
本検討会でAlに関する診断システムを構築すれば、警察庁も同意するはず

↓
捜査主導ではなく、医療主導のAiシステムの構築を 1

「Ai活用に関する検討委員会」の有無
(その学会のAlに 対する姿勢の指標)

Ai学会     ○

放射線学会   ○

放射線技師会  ○

救命救急学会  ○
日本医師会   ○

病理学会    ×

法医学会    ×

内科学会    ×

外科学会    ×

小児学会    X
日本医学会   ×

解割医はAiを正当に評価できず

く法医学者>が
=導

すると  |   ‐.           |
・授査情報だとして、情報公開が行われなくなる。| |

→診断情報を医療現場や市民に還元できない     .

1鞣 瑕 蒜 ひ 葬 1荀 |‐

|■
|

■  →Aiは役に立たない、というネガティヴ :キヤンペニンを喰らう

:緊羅編冒璽疑;?百嵯墓轟発事肇ボ」E嘉菫詳聖距]:｀
牟

`↑

る
・字術的にAを不当に低<評価する。|■ ‐   ‐   | ‐
‐
→Alはあまり役に立たないこといぅネガティヴキヤンペーンを喰らう

解割にまつわる1不透明さt遅延がハiにまで夏延してしまう

『解剖至上主義』から

『 Ai優先主義』ヘ
Aiを解剖医に主導させると診断の質は劣化 し

放射線科医や放射線技師は労働力を搾取される

『解割至上主義』から『 Ai優先主義』ヘ

ちなみに.:… ■   ‐  ‐ ・     |
『解割至 卜主義』 |  ‐  ‐ | |‐  ‐ |‐
「A:を行,たら、必ず解剖をしなくてはならない」
「Aiは解剖の補助検Hcある」  ■     ‐

『 Ai優先主義』
「Aiを行い、死因がわかれば解剖を省略してよい。
わからなければ次に解割を勧める」

「Alと解割は次元の違う、別の検査である」
(Aiは非破壊検査、解割は破壊検査だから)

警察庁は『ハi優先主義』にシフトしつつある

→ 鵬 織鮮 警亨
漿 嘲

J→ 颯

四

CT3日、MRIて 6

解割医 (病理医 ,法医学者)にAiを主導させると

医療、及び診断にモラリ

"ヽ

ザ■卜が出現する3 1

解剖医が主導すると解さ!される症例に.しか
適用されないル■ルにな0て しまう: ‐

0)放射線科医がAi診断を忌避する。

1)画像診断の非専門家の病理医や法医学者が見よう見まねでAに行う。

2)彼らltAl後に解割をするので、Aiをきちんと読影 しない。

3)法医学者は読影をせずに、Ai撮像の実績だけ積み上げていく。

4)Alは撮像だけでよく、費用 は解割関連部門に入る社会制度ができる。

5)地方警察がAIを 医療現場に依頼するようになる。  ｀

6)医療現場では、結局放射線科医や放射線技師がタダ働きさせられる。

7)Ai読影の経済保証がされず、放射緑科医は読影しな くな り、

Aiの画像診断の質が低下する

8)死因究明に関 し無責任社会が出現する。

こうした破滅から社会を救えるのは、

茨射銀科医・放射線技師の尽力しかない。

5



%L鳴 医 手 慄 系
 i

l 非破壊検査  |…

二12中
・ 0→Og

死因確定率‐ E璽彊 巨亜ヨ→E要ヨ
‐| ‐

1 
回 回  四

四

解饉の道杏を決めるのは、
解BIl医ではない

(解鶴医は依頼された遺体を3「jするだけ)

01=1躍 露 籍 ■ ⇒ 平3爆担 不晴隣 る

Ai優先主義のシステムでは

Oo →董鸞 ::]

⇒
種驚下

悧ま

解剖至上主義の反論

0[:」][見

逃したら
→

③隕⇒

Alで死国が確定できなければ

解割を推翼する

日像で死因
―

きるケースを

放射線学会でオーサライズし、そ

のケースについてのみ、死国確定

悧 まよい

放射線科医がフアース トチェックを

しないと見落としは防げない
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つ施設で解剖が行われることへの不安
裁判では証拠として認定されない

医療従事者と遺族の紛争を籠推

■百Яにτ 琲 ・
・

Stt」In

以上かかる例が6割

ける道

"r)3つ
の願い

・真実を知 りたい
。ミスをしたら迅速な謝罪
・現状復帰

この写真は、一般の人が見ても、ショツクにならない

→ 遺族と医療現場のコミニュケーション・ツール
→ ADRには必須の情報

2)死因の迅速チェック
→ 医師にとつての必須のツール (真実の把握は必要最低限)

3)死亡時医学情報の中立的・客観的な情報提供
→ 裁判員制度への応用

911甲窄率 |…くなる●||

着農i:ミ女碁ぁぅたのでは●Lし ちヽ菫
=

%響警彎 |■‐■■‐
"淑

解鋼した0● ミスを腱すという不信感

1-

。現状復帰 (亡 くなつた場合は無

解割主体システムでは

遺族 と医療の断絶は深まり

遺族の願いも叶わない

用理解

“議綱では、自鹿餃の解日

は証拠として認められな

いという判例

解耐なし

死因―
き■

医用現埋へω不信慮盈

―
きす

菫筑介入→ヨ法解

“死国は遺族に伝えられない。

→死目を知りたいがために

遺族が医― 杜 す

o‐ ‐Aiは

口像を詢 観 てt●座に麟萌を聞く ||

④医師と遭臓0コミュニケーションの成立

→真案を知りたいという凛い

「

ltう

真実を知 りたい

・ミスな ら乱凍な謝罪
・現状復帰 (亡 くなつた場合 は無

一枚の写真 (Ai)の存在が

すべてを変える

0病 院で突鉢:― 亡くなる .■ |‐

轟院止ミスがあらためてlttという巌麟

医療事故の場合、

理題に日罪→迅速な目罪

という願い脚叶う

医療事故でなかつた場合

双方納個し退院.

医療の信頼は守られる

A,で死国不昭なら ‐

麻

“

Olb薫 説明しt

承躇も得やすくなる|

50%

(警官24・ 医師22)

35% 60/172

165/172960/O

29% 43/147

141ノ 14795%

つている

iを矢口つている
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「

iセ ンターの定義→画像診断センター
・Ai診断が放射線科医によつて行われる。
・診断レポートシステムが構築されている。
・診断結果を遺族に伝えるシステムがある。
・機械のメンテナンスが放射線技師によつて行われる。

法医学分野も、Aiの診断をAiセンターに委託
することで、捜査:情報という縛りに囚われずに、
遺族への死因情報公開が可能になる

死因は、捜査情報という縛りで隠匿されるべき
情報ではなく、遺族と社会に公開されるのが原則

↓
「Aiが導入されると、医療裁綱が減つちゃうからなあ」

↓
Aiを導入すれば、医療裁判が減る !

なぜ医療安全を目指す人たちは、Aiを推進しないのか ?

「ADRにはAiが必須ですよね」
↓

「ソーデスネJ

↓      
‐

でも、ADRを実施しようとしている人たちから
Aiの積極的推進を謳う人は出てこない !

「相次ぐAiセ ンター」の創設
千葉大学

本L幌医大

群馬大学
神奈り|1歯大
近畿大学

東北大学
石メ|1県 医師会

佐賀大学

長崎大学

福井大学
二重大学

大分大学

医療現場からの自律的な
Aiセンターの倉」設が

行われている

↓

市民のための医療、
良心的な医療に
Aiセンターが必須だから
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1)Aiは医療現場の終点に置き、医療従事者が診断し、資澪ぼ優療☆夕事から鑑

療現場 こヽ支払われる。

2)A:豪 Iよる勇基診ぼ1■ :は 録界があるとしヽうことを社会認知させた上、Alで死

因確定できなかつた場合、解割適用を推奨する。

3)「体表検案→Ai→解剖」という時系列で検査を行う。

4)Aiは、解剖ではな く、検案 と比較検討すべきである。

「Ai原則Jを堅持できなければ、Alの導入は医療現場 に疲弊をもたらす

Aiは透明性・rPコ旺・迅速性の局い、市民磁芸ltとつ

したがって、市民社会からの支持も高い。

入を危ぶんでいる人々は、市民のための医療、もしくは死因究明制度の

構築ではなく、自分たちの領城に都合のいいシステム作りを暗黙のうちに目指

してしヽるように、市民の目には映っている。

↓
いずれ、Aiを行わなしヽ医療施設や捜査現場は淘汰されていくだろう
「Aにやらないのは、あるいは結果を公表できないのは隠しごとがあるから」

解割を行わないケースに対するA:の診断料を
医療費外から医療現場に30億円手当せよ

内訳・警察庁10億、厚生労働省■5億、文部科学省5億

診断費用 として、 CT読影料 一体 3万円として
,小児 5000人 分の診断費用を確保 CT=1.5億 MRI=05億
・救急 4万人分の診断費用を確保    CT‐ 12億
・異状死 4万人分の診断費用を確保  CT‐ 12億
30億円の診断費用を準備すれば、A‖ま医療現場 で飛躍的に推進される。

1) 忙 しすぎてやれない、という施設に無理にやってもらう必要はな く、

進んでやろうという意思表示をする施設に優先的に検査費用をつける。

すると準備費用が金額使われることもないし、意欲的な施設に適正に費用が

される。これによりAIの導入する意欲が明ら力ヽ こなるだろう。

2) 解割医の主張を素直に受け容れれば、Aiは解割にとうてい及ばないので、

解剖をするケースで 1」Aを行う必要はないのでは ?。

(解剖の問題は、解割領域で解決 して ください )

もしくは類似施設が続々と

立ち上がつている .

を行つている人たちに

くのが、基本である。

Aiをやらない人たちの

「杞憂」をい くら聞いても

現実的には意味がない。

うと思えばすぐ実現可能。
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